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１．施設整備の背景

　 神栖市主要施設配置図

　これまで，公共サービスについては行政が担ってきたが，地方分権が推進され，全国的
に人口減少や少子高齢化が進む中，市民の価値観やニーズの多様化・高度化している現状
においては，市民が望む新たな公共サービスなどの提供を行政だけで対応していくことが
難しくなっている。また，地域においても，生活環境や家族形態の変化などにより，以前
のような人と人との強いつながりは減少しており，市民の互助意識の希薄化が懸念される
状況が続いている。

　神栖市においては，波崎地域に市民活動支援センターがなく，土合地域においては地域
の成り立ちから地区公民館の設置がされていないため，集会・交流の場が不足している。
このため，より一層の市民協働を進めるために交流施設の整備が必要となってきている。

　また，神栖市は南北に長い地理的状況であることから，地域ニーズを踏まえた行政サー
ビスが必要であり，市民に関わりが深い健康福祉事業の分野においても，少子化や核家族
化が進行しているため，より包括的で地域に密着した支援が求められている。

　保健分野においては，中学校区ごとに保健師が配置されているが，現状としては神栖市
保健・福祉会館に集約しているため，巡回訪問や相談に対し効率的でない部分がある。乳
幼児健診や健康診断，健康相談がより身近な場所で受けることができるよう整備すること
により，神栖市の健康づくりや健康寿命の改善が期待される。

　福祉分野においては，子育て世代包括支援センターが波崎地域には設置されていないこ
とから，これらの機能の充実が求められており，子育てなどを地域で継続的に見守り・支
援する必要がある。さらには，児童に対する虐待等の深刻な事案を発生させないことや，
地域に密着した保健福祉業務を行う必要があるため，移動に時間を要しない場所への拠点
の設置が望まれている。

　このような社会状況や地域の状況により，波崎・矢田部・土合地域に地域交流や保健福
祉機能を有した拠点施設整備を行うことが必要となってきている。
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２．関連計画等の概要

（１）神栖市における関連計画

・かみす共創まちづくりプラン（第２次神栖市総合計画）

　かみす共創まちづくりプランにおいては，まちづくりの理念としてその第一に「市民が
主役のまちを目指して」を掲げ，その施策の大綱の第一に「市民と協働のまちづくり」を
位置付けている。

　さらにその１項目を「市民協働・地域コミュニティ」とし，市民主体のまちづくりの促
進やコミュニティ施設の充実，広報・広聴の充実などへの取組を示している。

　また，「人を育み若者を育てるまちづくり」「健康で人にやさしいまちづくり」等を施
策の大綱に掲げるほか，重点プロジェクトとして「子育て日本一プロジェクト」「安全・
安心で潤いのあるまちづくりプロジェクト」を定め，子育て支援機能や地域福祉機能の拡
充や生きがいづくり，地域交流の推進による地域の魅力づくりに取り組むこととしてい
る。

文化・集会施設 保健・福祉施設 子育て支援施設

2



・神栖市地域福祉計画

　基本理念：笑顔があふれるまち 神栖

　基本目標１：共に理解し，認め合うまちづくり

　　・情報提供による福祉意識の普及・啓発，学校における福祉教育・体験活動

　　・福祉理解を深める講演会や勉強会の開催，人材育成

　　・市民活動支援，多世代が交流する場，地域コミュニティの活性化

　基本目標２：多様な福祉サービスの提供と支え合いのできるまちづくり

　　・各種サービスの充実，継続的・包括的支援体制の整備

　　・子育て家庭，育児サークル等の支援，民生委員・児童委員活動の充実

　　・神栖市社会福祉協議会への支援と連携強化

　　・市民活動やボランティア活動の支援，拠点の確保

　基本目標３：相談体制と情報提供が充実したまちづくり

　　・助成制度の周知，福祉サービス事業者等の情報提供

　　・地域福祉に関する情報提供・情報交換の機会の充実

　　・身近な相談窓口の確保と周知，専門的な相談機能の充実

　基本目標４：安全で安心して暮らし続けられるまちづくり

　　・避難行動要支援者の支援体制の充実，防災意識の普及・啓発

　　・自主防犯活動の充実，交通安全意識の普及・啓発

　　・高齢者や障がいのある方等の外出支援

・健康かみす21プラン（健康増進計画・食育推進計画・歯科保健計画）

「健康かみす21プラン」調査結果より抜粋

対象
23年度

（実績）
27年度

（実績）
32年度
目標

全体 94.1 88.1 90.0 

全体 72.9 70.9 75.0 

全体 62.0 57.2 70.0 

　神栖市地域福祉計画（第３期）では，地域福祉推進のための施策が示されており，それ
らの取組の場の整備が求められている。

　以下，基本理念，基本目標及び主な取組の抜粋を示す。

　神栖市では，平成24年10月『健康都市宣言』を行い， 健康づくり活動を推進してい
る。

　平成29年３月には，第１次計画の成果を踏まえ「第２次健康かみす21プラン」を策定
し，「いきいき元気！目指そう健康長寿！」を基本理念に掲げ，「市民一人ひとりが健康
で明るく元気に暮らせる社会の実現」に向け，「自らの健康は自らつくる」という意識の
もと，市民協働を念頭におきながら，市民と行政が一体となった健康なまちづくりに取り
組んでいる。

　しかしながら，第１次計画に設定した目標結果では，健康づくりに関心のある人の割合
や，毎年，健康診断を受けている人の割合，健康と思う人の割合の低下が見られることか
ら，さらに市民が主体的に行う健康づくりの取組を総合的に支援する環境の整備が求めら
れている。

指標

　健康づくりに関心のある人の割合
　（「大いに関心がある」と「少し関心がある」）

　毎年，健康診断を受けている人の割合

　健康と思う人の割合
　（「とても健康と思う」と「まあ健康と思う」）
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・神栖市子ども・子育て支援事業計画

　地域子ども・子育て支援事業

・神栖市障がい者プラン

　基本理念：地域でともに暮らせる安全で安心のあるまちづくり

　基本目標２：地域でともに支え合う体制の整備

　　（１）相談支援体制の充実，（２）障がいの早期発見，療育体制の充実 

　　（３）情報提供の充実，（４）コミュニケーション支援体制の充実

　　（５）精神保健施策の充実

・神栖市高齢者福祉計画・第７期介護保険事業計画

　（１）高齢者の社会参加・生きがい活動の支援

　（３）地域等でともに支え合う体制づくり

　地域子ども・子育て支援事業は以下13の事業があり，市保健センター等においては，各
事業の包括的な拠点としての機能が求められている。

　（１）利用者支援事業，（２）時間外保育事業（延長保育事業）

　（３）放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）

　（４）子育て短期支援事業，（５）乳児家庭全戸訪問事業

　（６）養育支援訪問事業・子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業

　（７）地域子育て支援拠点事業，（８）一時預かり事業，（９）病児保育事業 

　（10）子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業） 

　（11）妊婦健康診査，（12）実費徴収に係る補足給付を行う事業 

　（13）多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業 

　神栖市障がい者プランは「障害者計画」「障害福祉計画」「障害児福祉計画」の3計画
を一体的に策定したプランであり，基本理念である「地域でともに暮らせる安全で安心の
まちづくり」に基づく各施策の実現の場が求められている。

　特に，基本目標２に関しては，相談・連携・地域支援体制など市民が求める非常に身近
な施策であり，重要度が高いものと判断される。

　以下，基本理念，基本目標２及びその施策を示す。

　神栖市高齢者福祉計画・第７期介護保険事業計画においては，地域包括ケアシステムの
構築に向け各対象毎の施策が規定され，市町村保健センター等において，各基本目標に基
づく以下の施策を実現する場が求められている。

　高齢者全般・これから高齢期を迎える世代を対象とした施策

　基本目標１：健康づくりと介護予防を推進し，住み慣れた地域での暮らしをめざして

　（１）健康づくりの推進，（２）介護予防

　（３）高齢者の自立した生活の支援

　基本目標２：生きがいや居場所づくりの促進をめざして

　基本目標３：地域で支え合う体制づくりをめざして

　（１）認知症高齢者対策，（２）権利擁護
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（２）法令等における位置づけ

・地域交流に関して

　近年においては，都市再生特別措置法に基づく「まちづくり交付金」が「社会資本整備
総合交付金」に統合され，各自治体が地域における政策課題解決の財源として活用でき，
地域交流機能の強化もその対象となり，市民の多様化するニーズへ対応した地域交流拠点
づくりが可能な制度となっている。

　社会福祉法第１０６条の３においても，市町村の努めとして「地域住民等が相互に交流
を図ることができる拠点の整備」が規定されている。

・地域保健に関して

　厚生労働省は地域保健法に基づく地域保健対策の推進に関する基本的な指針において
「住民に身近で利用頻度の高い保健サービス及び福祉サービスは，最も基礎的な自治体で
ある市町村が，地域の特性を十分に発揮しつつ，住民のニーズを踏まえた上で，一体的に
実施できる体制を整備することが必要である。」としており，地域ニーズを踏まえた総合
的なサービス提供機能の強化が求められている。
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３．基本方針

(１)　いきいきとしたくらしの交流拠点づくり（地域交流機能）

　　①　地域とのつながりの創出

　　②　同世代，多世代間交流の推進

　　③　余暇時間活用によるいきがいの創出

　　④　主体的な市民活動の支援

(２)　自らがつくる健康なくらしの拠点づくり（保健機能）

　　①　健康増進活動の推進

　　②　健康寿命延伸の推進

　　③　予防活動拠点の創出

　神栖市は，南東から北西に細長い地型となっているため，市民に地域に密着した保健・
福祉業務を行う場合や，緊急性を求められる場合などでは，移動に時間を要することによ
り地域によるタイムラグが生じている現状であることから，地域交流・保健福祉事業を推
進するにあたり，市役所本庁及び神栖市保健・福祉会館のみの対応から，波崎・矢田部・
土合地域についても，包括的・継続的な支援を実施するための施設整備を行い，更なる機
能の充実を図る必要がある。

　また，施設整備にあたっては，「神栖市地域福祉計画」，「神栖市障がい者プラン」，
「神栖市高齢者福祉計画・介護保険事業計画」，「神栖市子ども・子育て支援事業計画」
との整合を確保する必要があることから基本方針を次のとおりとする。

　市民が主体的に活動を行う拠点として，また，様々なイベント等による交流拠点とし
て，市民活動が生きがいづくりの創出に寄与するよう，市民に開かれた環境整備や機能強
化を行う。

　個人と地域のつながりが希薄化する一方で，ボランティア活動などの時代に
合った地域とのつながりのあり方が求められているため，ボランティア活動な
どの場やきっかけとなる機会の創出

　地域の文化や，高齢世代の持つ知識や技能などを，交流を通じて継承する場
や機会の創出，また，同じ悩みなどを抱える同世代間の交流や，多世代間交流
による家庭・地域課題の解決，負担の軽減などを促す環境整備

　平均寿命の延びや働き方改革等による労働時間の短縮により，今後増加が予
想される余暇時間を，心身の健康増進に活用し，安心したくらしやいきがいの
創出に寄与する環境整備

　市民による主体的ないきがいづくりの活動や交流活動などを，気軽に行える
場の創出，支援サービス体制の強化など

　市民が自らの健康を自らつくる拠点として，健康づくりに関する啓蒙，情報提供，情報
発信機能を強化し，健診受診率や健康意識の向上に寄与する機能強化を行う。

　市民による主体的な健康増進活動に関する情報提供や，気軽に利用できる健
康相談体制などの強化

　市民が気軽に介護予防活動を行える環境整備や，情報提供機能，相談体制の
強化

　乳幼児健診をはじめとする各種検診において，利用しやすい健診施設の整備
や，日常の予防活動を支える支援体制，相談体制や情報提供機能の強化
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　　④　健康意識向上の推進

(３)　安心できるくらしの拠点づくり（福祉機能）

　　①　福祉相談体制の強化

　　②　出産・子育て支援体制の強化

　　③　主体的な福祉活動への支援強化

　予防活動や交流活動を通じて，健康づくりへの意識の啓発，情報提供を行う
環境整備や，関係機関・団体，または個人による情報発信機能の強化

　出産，子育て等を安心して行うことができるよう，また，保健や障がいの相談支援体制
機能の強化を行う。

　福祉や障がい等について，気軽に相談できる環境，適切な助言，指導，情報
提供が行える体制など

　出産や子育てに関する不安や負担を軽減する支援体制の強化，適切な情報提
供，交流を通じた生きた情報収集の場の提供や活動支援体制の整備など

　市民による主体的な福祉活動，予防活動の動機付けや，その活動の場の創
出，支援サービス体制の強化など

求められる機能の概念図

①健康増進活動の推進
②健康寿命延伸の推進
③予防活動拠点の創出
④健康意識向上の推進

保健機能

①地域とのつながりの創出
②同世代，多世代間交流の推進
③余暇時間活用によるいきがいの創出
④主体的な市民活動の支援

地域交流
機能

いきいきとしたくらしの交流拠点づくり

①福祉相談体制の強化
②出産・子育て支援体制の強化
③主体的な福祉活動への支援強化

福祉機能
安心できるくらしの拠点づくり自らがつくる健康なくらしの拠点づくり
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４．現状と必要施設

結果は以下のとおり。

・市民協働課

・健康増進課

・子育て支援課

・障がい福祉課

・長寿介護課

関係各課にヒアリングを行い，現状と必要施設の取りまとめを行った。

　市民活動支援センターについては，現在，平泉コミュニティセンターの団体交流室を改
修して運営しているが，会議スペースや作業スペース，また交流スペースを兼ねた空間と
して，全てを賄っているため手狭となっている。
　また，位置的に市の西端にあることから，特に波崎地域の方々には，利用しづらい状況
にある。
　一方，当該予定地周辺には，自前の集会所を持たない地区が土合東，土合中央，土合本
町中，土合南の４地区あり，地区の総会や役員会などの会議等の利用が見込まれる。

　必要施設として，大会議室（地区の総会等），会議室（市民活動団体の会議等），集会
室（講演会・研修会・交流イベント），市民活動支援センター（交流スペース，作業ス
ペース，活動アーカイブ等）

《保健・福祉エリア》

　乳幼児健診や健康診断等については，神栖市保健・福祉会館での実施には波崎地区から
４０分ほど移動時間がかかる。受付・健康相談業務は，身近で受けられる施設があると効
果的であり，健康教育についても手厚く実施できる。

　必要施設として，受付・事務，各相談室，乳幼児健診必要諸室，一般健診必要諸室，健
康教室

　子育て世代包括支援センター，病児・病後児保育はいずれも神栖地区にあり，波崎地区
にはない。健康増進課，こども福祉課との連携が必要であり，センター化により電話では
なく，母子と直接面談による切れ目ない支援が可能となる。

　必要施設として，子育て世代包括支援センター（事務室，窓口，相談室），病児・病後
児保育事業所

　地域生活拠点事業や通所サービス等の機能としては民間の事業所で対応しているため，
障がい者（児）総合相談所機能の強化を想定。

　必要施設として，相談室 1室，相談者控室 1室（共用可）

　はさき福祉センター（老人福祉センター）は健康長寿の拠点施設として位置づけられて
おり，近年大規模修繕を行ったため，今回の施設整備においては，その機能は移転しない
が，今後老朽化による建て替えや移転等が想定される。

　必要施設として，高齢者の居場所，社会福祉協議会事務所，シルバー人材センター事務
所，ボランティアセンター，調理室，在宅医療介護連携室，一時保護室，機能訓練室，作
業訓練室，生活訓練室，機能によっては他課施設との共用も可能
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５．施設各機能の概要

※諸室については，現在配置が確定されていないため，基本計画にて決定予定

　各エリアの必要機能の整理

　「地域交流エリア」

　　　・集会室　300人程度の集会を想定（区分使用可）

　　　・活動室　50人程度の市民活動団体等による会議を想定

　　　・活動室　30人程度の市民活動団体等による会議を想定

　　　・調理実習室　定員40名程度　

　　　・市民活動支援センター

　　　・カフェスペース　60～70席　程度

　「健康増進エリア」

　　　・事務室　受付兼用

　　　・健診室　問診・待合・健診として

　　　・多目的室　100人程度の待合を想定　

　　　・検診室

　　　・書庫　同種施設より

　「子育て支援エリア」

　　　子育て世代包括支援センター

　　　・センター事務室　事務6人・窓口等

　　　・相談室　4人程度

　　　病児・病後児保育事業所

　　　・保育室　定員3人程度

　　　・観察室・安静室　2室程度

　「障がい福祉エリア」

　　　・相談室　5人程度

　　　・相談員控室　2人程度

　当施設に求められる機能を抽出し，さらに基本方針に沿って検討した結果，施設を構成
するエリアを次のように想定した。

交流スペース，作業スペース，活動アーカイブ，事務その他

内科・歯科・眼科・尿検査・血液検査・心電図・乳幼児健診を想定し，規模
は同種施設より

※老人福祉センター機能は，既存のはさき福祉センターの建て替え時期が到来した場
合，同一敷地内に設置することを検討する。
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（１）地域交流エリア

想定している機能，規模

エリア 所要室
集会室
活動室
活動室
活動室
調理実習室

市民活動支援セン
ター

カフェ

管理・共用部

　市民相互の交流が希薄になってきていることから，地域の力の低下が懸念される一方，
地域としての魅力も失われつつある。
　市民が，文化・芸術活動や市民活動をはじめとした，様々な目的で集える場所（拠点）
を提供することで，市民の交流を醸成するとともに賑わいを創出し，魅力あふれる地域づ
くりにつなげるためのエリアとしている。
　仕様としては，様々なイベント等に対応するため，汎用性の高いものとし，オープンス
ペースを配置することで，様々な用途での利用を可能とし，また，多世代の利用も見込ま
れる。
　また，周囲には複数の学校が立地しているため，高校生等の学習室にも活用できるス
ペースの確保を検討する。

根拠等 エリア規模（㎡）
集会300席（区分使用可）
50席
30席 
30席 
40名
交流スペース
作業スペース
活動アーカイブ
60～70席程度

所要室×0.4程度

地域交流エリア

約2,400

集会室イメージ 調理実習室イメージ

カフェイメージ 市民活動支援センターイメージ市民活動支援センターイメージ市民活動支援センターイメージ
府中市市民活動センター プラッツHPより抜粋 府中市市民活動センター プラッツHPより抜粋
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（２）健康増進エリア

想定している機能，規模

エリア 所要室
健診ホール 問診・待合・健診・リハビリ

多目的室 ﾚﾝﾄｹﾞﾝ待合

事務室・書庫
管理・共用部

　各種健診（検診）業務において，波崎地域会場は若松公民館や矢田部公民館などを使用
しているが，建物や設備の老朽化により，快適に健診を受診いただけない施設が多くなっ
ている。施設の整備により，波崎地域の健診の活動拠点となり，市民も従事スタッフも健
診会場が冷暖房完備で快適に過ごすことができ，準備の時間短縮も図ることができる。
　各種健康相談は，電話や窓口にて随時実施しているが，市民にとっては，波崎地域の施
設に職員がいることで相談する場所が近くにでき，地域を担当する保健師等の専門職が常
駐する事により，地域の相談に迅速でより手厚いケアが可能になるなど相談のしやすさに
つながる。
　また，乳幼児をはじめとする各種相談事業においても，波崎地域で開催するエリアを分
けるなど環境づくりが整うことで参加がしやすくなる。

根拠等 エリア規模（㎡）

所要室×0.4程度

健康増進エリア
（保健センター）

約1,100

各検診室
各種検診・相談・測定等
（尿検査･血液検査･心電図等）

多目的室イメージ 健診ホールイメージ

検診室イメージ健診待合室イメージ
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（３）子育て支援エリア

想定している機能，規模

エリア 所要室
センター事務所
相談室
管理・共用部
子育てスペース
保育室
観察室・安静室
事務スペース

トイレ・調乳室・
共用部

　子育て世代包括支援センターは，妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を実施
するため，令和元年６月に神栖市保健・福祉会館内に開設したが，市民にとって利便性の
高い相談窓口として，波崎地域にも同センター機能が必要である。
　また，病児・病後児保育事業は，児童が病気や病気の回復期にあって，集団生活や家庭
での育児が困難な場合に，一時的に預かる事業であり，現在，神栖地域の２施設で実施を
しているが，子育てと就労等の両立を支援するため波崎地域にも同施設が必要であり，整
備を行うことで，利用者の利便性の向上を図ることができる。

根拠等 エリア規模（㎡）
事務6人・窓口6人
4人
所要室×0.4程度

3人
2室
2人

所要室×0.4程度

子育て世代包括支
援センター

病児・病後児保育
事業

約400

病児・病後児保育室イメージ 安静室イメージ

子育て世代包括支援センターイメージ 相談室イメージ

弘前駅前公共施設 ヒロロスクエアHPより抜粋 本宮市HPより抜粋
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（４）障がい福祉エリア

想定している機能，規模

エリア 所要室
相談室
相談員控室
管理・共用部

全体規模

エリア規模（㎡）
約2,400
約1,100

約400
約100

約4,000

附帯施設
名称 規模（㎡）

車庫棟 約200
200台

駐輪場  20台

　障がい者（児）の療育手帳判定のための巡回相談等は，現在，神栖市保健・福祉会館及
び女性・子どもセンターを利用して実施している。今回整備を計画している当施設におい
ては，多目的トイレとして車いす及びオストメイト対応トイレの整備や担当地区保健師の
配置がなされることから，波崎地域の障がい者（児）の相談事業の場所を確保することに
よる利便性の向上と相談連携の強化を図ることができ，子育て支援エリアとの共用も可能
となる。

根拠等 エリア規模（㎡）
5人
2人
所要室×0.4程度

エリア
地域交流エリア
健康増進エリア

子育て支援エリア
障がい福祉エリア
整備面積 合計

根拠等
公用車車庫 10台

一般駐車場・職員駐車場

障がい福祉エリア
約100
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６．その他の機能整備

（１）災害対応機能の確保

　当該施設は整備後，公共施設として地区の避難所としての利用が想定される。そのため
避難所として避難者の生活環境の整備を図るとともに，災害備品の保存のためのスペース
を設け，非常用電源の配備や電話回線以外の防災無線等の防災機能を備えた施設とする。
　また，災害時は避難者に対する心身の健康確保など避難者の保護に関する対策も必要で
あることから，健康に配慮した支援を行う体制の整備を確保できる施設とする。

（２）環境に配慮した施設整備

　当施設においては，環境へ配慮をした施設とするため，屋上等への太陽光発電装置の設
置検討を行うものとする。

　また，自転車等を利用しての施設利用を想定して，駐輪場を設置する。

（３）イベント広場の整備

　当施設は，広く地域の住民の交流の場となることから，多世代間交流の場として敷地内
にイベント広場の整備を行う。

14



７．敷地の概要

（１）立地条件

　既存施設の立地や機能から総合的に判断すると，波崎地域においては，交流・保健福祉
機能のサービス利便性が低い状況であることから，波崎地域の拠点を整備することがふさ
わしいものと判断される。

　さらに，地理的には波崎地域の中央部に位置した矢田部・土合エリアに於いて，まと
まった空地として，また，周辺の市街化状況を考慮した場合，鹿島労災病院第二駐車場跡
地は好立地であり，地域交流・保健福祉機能の確保にも対応可能な用地として最適である
と考察される。

（拡大図）

波崎地域の地理的中央部

整備候補地

地図データ ©2019 Google

地図データ ©2019 Google
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（２）必要規模

　 整備候補地位置図

　想定される施設各機能の概要より，必要施設面積は約4,000㎡となり，駐車台数は約200
台，を想定する。

①施設は集会室や吹き抜け等を除き2階建てと想定した場合，概算建築面積は4,000×0.7
＝約2,800㎡となる。

②駐車場に関しては，利用を約200台（職員用含む）と想定した場合，必要面積は200台×
30㎡＝6,000㎡となる。（車路幅含め1台当たり30㎡）

③屋外イベント広場や車寄せ，検診車駐車スペース，屋外設備スペース，緑地，附帯設備
等必要面積を約3,000㎡と想定

　敷地必要規模の概算は上記①から③を合計し，2,800+6,000+3,000＝11,800≒12,000㎡
となる。

鹿島労災病院第二駐車場跡地
約12,000㎡

済
生
会

　
土
合
ク
リ
ニ
ッ
ク
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（３）想定土地利用計画案

　アプローチ動線

　 整備候補地想定動線図

　敷地前面道路は地域の環状道路として整備されており，地域の発展と共に交通量の増加
が見込まれる道路である。

　施設への来場はその大半が車によるものと想定され，健康診断や集会の開催時のイベン
トなどでは多数の来場が見込まれるため，地域の主要環状道路である前面道路の交通への
影響を考慮することが必要とされる。

　従って，本計画における想定敷地への車でのアクセスは側面道路からが望ましいものと
考えられ，さらに，前面道路から側面道路へは右折レーンも既に整備されており，右折に
よる入場の影響は軽微なものと判断される。

　前面道路には歩道が整備されているため，歩行者の来場に関しては，動線短縮のため専
用の入口などを考慮する必要があるものと考える。

　また，側面道路側に済生会土合クリニックの出入口もあるため，前面道路を介さずに連
携を行うことも可能になるものと考えられる。

前面道路

歩行者出入口

側
面
道
路

車両出入口

クリニック出入口 済
生
会

　
土
合
ク
リ
ニ
ッ
ク
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　土地利用ゾーニングＡ案

　土地利用ゾーニングＢ案

　Ａ案は出入口側に駐車場を広く取ることから車寄せと施設の連携に合理性があり，前面道路から
の視認性も良い。歩道側に広場も確保でき地域との一体感を創出する構成となっている。

　Ｂ案は前面道路に対して，駐車場，車寄せ，施設と配置した計画となるが，施設の視認性，出入
口と車寄せ，歩道と広場の配置など使用者の利便性を配慮した構成となっている。

駐車場

広場

施設 車寄せ

サービスヤード

施設

車寄せ

駐車場

広場

前面道路

サービスヤード

前面道路

主アプローチ

主アプローチ

サービスアプローチ

サービスアプローチ

サービスアプローチ

済
生
会

　
土
合
ク
リ
ニ
ッ
ク

済
生
会

　
土
合
ク
リ
ニ
ッ
ク
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　施設の計画案

　ブロック平面図案①

２Ｆ

１Ｆ

  

各
検
診
室
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　ブロック平面図案②

２Ｆ

１Ｆ

各検診室
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　ブロック平面図案③

２Ｆ

１Ｆ

各検診室
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８．交付金制度の活用

社会資本整備総合交付金の活用

交付金の活用スキーム

 従前の制度との比較

　地域が政策課題を自ら抽出することによる自由度の高い交付金制度

　社会資本整備総合交付金は，国土交通省所管の地方公共団体向け個別補助金を一つの交
付金に原則一括し，地方公共団体にとって活用の自由度が高く，創意工夫を生かせる総合
的な交付金として平成22年度に創設された。

　当施設整備においても，「地域交流エリア」を当該交付金制度の「地域交流センター」
と位置付けられることから，交付金の対象となり，重要な財源を確保することができる。
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９．事業スケジュール

事業スケジュール表（案）

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

令和元年度（2019年度） 基本構想策定
            土地取得
            基本計画・基本設計策定着手

令和 2年度（2020年度）  基本計画・基本設計
            社会資本整備総合交付金本要望
            実施設計着手

令和 3年度（2021年度）  社会資本整備総合交付金申請
            実施設計
               主体工事発注・建設着手

令和 4年度（2022年度）  主体工事完成
                外構・附帯工事発注
                整備完了
                施設開業

基本構想

用地取得

基本計画・基本設計

実施設計

主体工事

外構工事

開業
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１０．先進施設の実例

　取手ウェルネスプラザ
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　取手ウェルネスプラザ

■アプローチ
JR取手駅に連絡するペデストリア
ンからのアプローチ

■屋外イベント広場
市民の健康づくりをテーマにした屋
外イベント広場。野外ステージや
オープンテラスが併設されている。

■多目的ホール
最大収容400名
舞台や観覧席を収納すれば、平場
での利用が可能となる。
多様な文化交流活動に利用されて
いる。

■保健センター
乳幼児健診などの各種健診、健康相
談、保健指導などが実施されている。
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　立山町元気交流ステーション「みらいぶ」

外観
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　立山町元気交流ステーション「みらいぶ」

■富山地方鉄道五百石駅舎と一体になっ
た地域交流ステーション
町民交流センター・市立図書館・保健福
祉センターが併設されている。

■カフェラウンジ
観光交流スペースに併設
屋内イベント広場（多目的ホール）
イベント展示場が隣接されている。

■図書館
一般利用者のみならず、高齢者や児
童が利用できるコーナー（居場所つ
くり）により、多世代の交流も意図
させている。

■交流サロン
ボルダリングで体力作りも行える
まちなか交流サロンなど様々な交流
の仕掛け・居場所づくりが工夫され
ている。
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